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「江東区長期計画」の計画期間は、平成22年度〜31年度

までの10か年ですが、計画策定から5年が経過し、東京オ

リンピック・パラリンピックの開催決定をはじめとして、

区政を取り巻く環境は大きく変化し、新たな課題も生ま

れています。

こうした変化に対応するため、平成27年度〜31年度を

計画期間とする「長期計画（後期）」を新たに策定します。

長期計画策定時に定めた「目指すべき江東区の姿」の実現

を図るため、分野別計画の「具体的な取り組み」について、

直近の社会情勢や区民ニーズに的確に対応できるよう、

必要な見直しを行います。

現在区では、平成22年3月に策定した「江東区長期計画（平

成22年度〜31年度）」に基づき、さまざまな事業を展開して

います。

このたび、平成27年度〜31年度を計画期間とする「長期

計画（後期）」の分野別計画（原案）がまとまりましたので、

その内容をお知らせするとともに、パブリックコメントを

実施します。ぜひ皆さんのご意見をお寄せください。

江東区長期計画(後期)分野別計画(原案)の全文は、区ホームページ(トップページ→開かれた区政→

パブリックコメント→平成26年度)からご覧ください。
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※［5R］リフューズ（不要なものはもらわない）、リデュース（不要となるものを減らす）、リ

ユース（物を繰り返し使う）、リペア（壊れたものは修理して使う）、リサイクル（不要とな

ったものを資源として再生利用する）

※［エコロジカルネットワーク］分断された多様な生物種の生息・生育空間を相互につなげ

ること ［ポケットエコスペース］水たまり、草原、木陰、つる植物の垣根などでつくっ

た、生き物たちの庭のこと

【施策が目指す江東区の姿】

区民・事業者・区の連携による5R(※)の取り組みにより、環境負荷の少ない

循環型社会が実現されています。

【具体的な取り組み】

・区報やホームページ等、多様な情報媒体を活用するとともに、区民への直

接的な啓発活動、環境学習情報館「えこっくる江東」・区立小学校で行う

環境学習等を通して、循環型社会への啓発を行います。

・買い物袋の持参や包装の簡素化に関するPRを行います。また、粗大ごみ

の再利用、資源回収の拡大等、区民・事業者の5Rに対する取り組みを支援

するとともに、更なるごみの減量に向けた取り組みを検討します。

【具体的な取り組み】

・水辺に親しめる多彩な散歩道を整備し、河川・運河沿い等の緑を育てるこ

とにより、緑を連続させて風の道を創出します。また、区民に親しまれる

公園の整備・維持を行います。

・エコロジカルネットワークの方針を明確にし、生態系の保全を進めるとと

もに、計画的な緑地整備や緑地管理を行います。

・区民・事業者に対し、水辺と緑の維持管理に向けた協力を働きかけます。

また、ポケットエコスペース(※)の整備など、区民が身近で自然と触れ合

える機会をつくります。

【施策が目指す江東区の姿】

区民の緑に対する愛着と、緑を守り育てる心が育まれ、緑の中の都市「CITY
シ テ ィ

IN
イン

THE
ザ

GREEN
グ リ ー ン

」が実現されています。

【具体的な取り組み】

・地域が一体となって、公園や、小学

校にある校庭の芝生化を推進しま

す。また、公共施設での屋上緑化や

壁面緑化を進めます。

・街路樹を増やすとともに、統一感の

ある街路樹整備を進めます。また、

計画的な剪定等、街路樹の適切な維

持管理を行います。

・区民・事業者に対する緑化指導を推

進するとともに、屋上(壁面)緑化と生垣に対する助成制度の充実と普及を

図ります。さらに、歴史・文化を伝える緑の保全・再生を行います。

■施策(2) 身近な緑の育成

■施策(3) 地域からの環境保全

【施策が目指す江東区の姿】

区民一人一人が環境保全を意識した取り組みを行っています。また、区民・

事業者・区が連携し、地域が一体となって、快適な環境を実現しています。

【施策が目指す江東区の姿】

水辺の緑の帯と区内各所の緑が整備され、ヒートアイランド現象を緩和する

風の道が確保されています。また、エコロジカルネットワーク(※)が形成さ

れ、自然と人とがともに支えあって生きています。

【具体的な取り組み】

・区民に対し、環境問題に関する情報発信を行い、環境保全のための取り組

みを促進します。

・環境基本計画に基づき、環境保全のための取り組みを、区民・事業者・区

が連携して進めます。

・区民・事業者に対して公害防止のための必要な調査・指導・助成を行います。

■施策(4) 循環型社会の形成

■施策(1) 水辺と緑のネットワークづくり

水と緑豊かな地球環境にやさしいまちⅠ

▲緑の中の都市「CITY IN THE GREEN」

■施策(番号) 施策名
※｢計画の実現に向けて｣は、施策(番号)はありません。

【具体的な取り組み】

※長期計画(後期)(平成27年度〜31年度)における施策を実現するための具

体的な取り組みについて記しており、社会情勢や区民ニーズ等を踏まえ

て必要に応じて見直しています。

【施策が目指す江東区の姿】

※長期計画(平成22年度〜31年度)における施策が目指す江東区の姿につい

て記しています。 【具体的な取り組み】

・再生可能エネルギー設備、高効率・省エネ機器について、助成事業等によ

り区内全域に普及促進します。また、公共施設においても、新改築・整備

にあわせて導入を進めます。

・スマートメーターの普及にあわせた家庭における省エネや、地域冷暖房等

エネルギーの面的利用の導入を推進します。また、次世代自動車の普及や

公共交通の利用を促進します。

・区民・事業者・区がパートナーシップを構築し、環境負荷の少ない社会の

実現に向けた取り組みを展開します。

【施策が目指す江東区の姿】

省エネルギーのための取り組みや、再生可能エネルギー等の利用が進み、二

酸化炭素(CO2)の排出が少ない低炭素社会が実現されています。

■施策(5) 低炭素社会への転換

【具体的な取り組み】

・地域需要に応じて認可保育所(※)の

整備を進めます。また、子ども・子育

て支援法の趣旨に基づき、認可外施設

から認可施設への移行を進めます。

同時に、保育の実施者として、保育施

設指導監督を実施し、保育の質の維持

・向上を図ります。既存の保育施設に

ついては、改築や耐震補強工事と併せて改修工事に取り組み、児童の保育

環境や施設の安全性の向上を図ります。

・延長保育、病児・病後児保育など、保護者の多様な就労形態や家庭環境に

応じた柔軟な保育サービスを提供します。

【施策が目指す江東区の姿】

子育て家庭がさまざまな場面でサポートを受けることができ、楽しく子育て

をしています。

【具体的な取り組み】

・子ども家庭支援センターにおいて、子育て相談・ひろばの実施、各種講座

の開催等の子育て支援策の充実に努めます。また、児童館や保育園等、地

域に密着した施設における子育て支援機能の拡充等に取り組みます。

・「子育てハンドブック」などの子育て情報冊子の作成に加え、区内の各種

施設における乳幼児向け設備の情報など、区民が必要とする育児情報を、

子育て情報ポータルサイト等さまざまなメディアを活用しながら、子育て

家庭のニーズに合わせ発信していきます。

・児童手当等の支給や子ども医療費助成等により、子育て家庭の生活面にお

ける経済的支援を行います。また、認可外保育施設等にこどもを預ける家

庭の育児費用負担の軽減を図ります。さらに、小・中学校児童・生徒の就

学を支援します。

■施策(7) 子育て家庭への支援

■施策(8) 確かな学力・豊かな人間性・健やかな体の育成

【施策が目指す江東区の姿】

学校教育の充実が図られ、確かな学力・思いやりの心・健康な身体が育まれ

ています。

【施策が目指す江東区の姿】

保育施設が十分整備されているとともに、多様な保育サービスが提供され、

安心してこどもを産み、育てることができます。

【具体的な取り組み】

・こうとう学びスタンダード強化講師の配置や補習教室の実施など、基礎学

力の向上を図るとともに、外国人講師の活用やコンピューター教育の推進

など特色ある授業内容の充実に努めます。

・児童・生徒の発達段階に応じた人間関係づくりの指導を行うとともに、キ

ャリア体験、ボランティア活動などさまざまな体験学習や各種行事を通じ

て、社会や他者を共感的に理解できる気持ちを育むなど、心の教育を充実

させます。

・「体力スタンダード」の取り組みにより、体育授業の充実や部活動の活性

化を図り、継続的な運動習慣を身に付けることができるようにします。ま

た、食育等の健康教育の推進により、児童・生徒の生活習慣の改善と健康

増進を図ります。

・効果的な指導方法の習得やコミュニケーション能力の向上を図るため、各

教科の指導法や教育相談、人権教育、問題行動の未然防止等の研修を指導

室・教育センターが中心となって実施します。

※［認可保育所］児童福祉法に基づく児童福祉施設で、国が定めた施設の広さ、保育士の数、

給食設備などの設置基準をクリアし都道府県知事が認可した保育所

■施策(6) 保育サービスの充実

未来を担うこどもを育むまちⅡ

▲江東湾岸サテライト保育所の送迎

〈分野別計画の見方〉
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■施策(13) 地域の人材を活用した青少年の健全育成

【施策が目指す江東区の姿】

地域の住民や団体の有する経験や能力の活用により、青少年が健全に育つこ

とができる地域社会が創出されています。

【具体的な取り組み】

・青少年問題協議会で策定した「江東区青少年健全育成基本方針」のもと、

青少年対策地区委員会・保護司会・更生保護女性会・警察署・保健所・PTA

等とともに、薬物問題や非行問題などに対応できるネットワークづくりを

進めます。

・青少年の主体性や社会性を育むボランティア活動や職業体験、自然体験、

芸術文化活動、スポーツ・レクリエーション活動などを促進するために、

青少年団体の育成と青少年指導者の養成を行います。

【施策が目指す江東区の姿】

地域住民・団体と区が一体となって、こどもの成長を支え、見守るシステム

をつくることにより、こどもたちがのびのびと成長しています。

【具体的な取り組み】

・放課後子ども教室(げんきっず)と学童クラブを連携・一体化した江東きっ

ずクラブをはじめとした各種の放課後支援事業を推進し、共働き家庭のこ

どもも含め、すべてのこどもたちが安心して過ごすことができる場を確保

します。また、こどもまつりなどの実施により、地域とこどもたちの交流

を促進します。

・こども110番の家事業の実施や、登下校時の地域住民による見守りを行う

など、地域の人材・団体を活用した事業を推進します。また、こどもの安

全にかかわる不審者情報を区のホームページに掲載するなど、必要な情報

提供を行います。

【具体的な取り組み】

・学習支援員の配置や校内委員会の

設置等により、児童・生徒の実態に

応じた指導計画を作成し、個々の発

達の状態に対応できる教育を推進

します。

・「江東区いじめ防止基本方針」に基

づく、学校と関係機関の連携強化に

より、いじめの未然防止・早期発見

・早期解決等に取り組みます。また、

学校とブリッジスクールの連携強化などにより、不登校問題の解決に取り

組み、児童・生徒や保護者が安心して相談できるシステムを確保します。

・良好な教育環境を保つため、教育施設の適正な整備を進めるとともに、各

種設備の充実を図ります。また、施設内外及び近隣における犯罪や事故か

ら児童・生徒を守るための各種の対策を推進します。

【施策が目指す江東区の姿】

地域や、教育にかかわる機関と連携・協力することにより、開かれた学校が

実現しています。

【具体的な取り組み】

・地域が学校を支援するシステムの拡充を図るとともに、地域に根ざした開

かれた学校運営のあり方の検討・PTA研修会の充実等、地域の教育力を取

り入れた学校づくりに取り組みます。

・広報誌の発行やホームページによる情報の発信、学校公開の実施などによ

り開かれた学校(園)づくりを推進するとともに、学校評価制度の結果の公

表等により、学校運営の透明性を確保します。

・大学・各種企業・研究施設等と学校が連携・協力し、役割分担することに

より、豊かで多様な学びの機会を提供します。

■施策(10) 地域や教育関係機関との連携による教育力の向上

■施策(11) 地域ぐるみの子育て家庭への支援

【施策が目指す江東区の姿】

地域全体で子育て家庭を支える仕組みが築かれ、親とこどもが安心して暮ら

しています。

【施策が目指す江東区の姿】

児童・生徒が安心して生き生きと通うことができる学校(園)が実現していま

す。

【具体的な取り組み】

・行政の各種機関と地域が協力して、児童虐待の防止と早期発見を行うこと

ができるよう、連絡・協議体制の構築を進めます。また、区民の虐待に関

する知識の啓発等に取り組みます。

・地域の人材を活用した家庭教育に関する講座や相談事業等を実施します。

また、幼・小・中学校PTA、父母の会、社会教育関係団体等が実施する家

庭教育活動へ積極的な支援を行います。

■施策(12) 健全で安全な社会環境づくり

■施策(9) 安心して通える楽しい学校(園)づくりの推進

▲木のぬくもりを感じる第二亀戸中
学校

■施策(18) 地域で参加・還元できる生涯学習・スポーツの推進

【施策が目指す江東区の姿】

区民一人一人が主体的に生涯学習・スポーツに参加するとともに、習得した

成果を地域の中で活かすことによって、健康で生き生きと暮らせる地域社会

が形成されています。

【具体的な取り組み】

・時代に合った学習メニューの充実や図書館における地域の読書活動推進、

区内スポーツ施設を活用した教室事業などにより、多様な学習・スポーツ

の機会を提供していきます。また、施設の充実を図るとともに、区内大学、

NPO、民間団体との連携を推進します。

・生涯学習・スポーツ団体の育成や相互交流等を通して、継続的な活動に対

する支援を充実させるとともに、オリンピック・パラリンピック開催に向

けた一層のスポーツ振興を図ります。また、区民が自ら蓄積した知識・技

能・経験などを地域に活かす仕組みづくりに取り組みます。

【施策が目指す江東区の姿】

世代や国籍を超えた、誰もが参加しやすいコミュニティ活動の活性化により、

まちの安心と活力を得ることのできる地域社会が実現されています。

【具体的な取り組み】

・すべての区民が地域における町会・自治会活

動や、NPOやボランティア活動に参加しや

すい環境を整えます。

・町会・自治会、NPOやボランティアなどのコ

ミュニティ活動に関する情報を発信すると

ともに、情報の一元化を図り、参加・利用の

マッチングができる仕組みを構築します。

・既存の区民館等公的施設のバリアフリー化

を徹底するとともに、自由に区民が集い、活

動できる場を整備します。

・区民まつりや花火大会などの地域に根ざし

たイベントや、外国人居住者が地域に溶け込むきっかけづくりとなるイベ

ントを実施します。また、区外団体との交流を推進します。

【具体的な取り組み】

・急速に変化する社会経済情勢に柔軟に対応できるよう、制度融資や経営相

談、産業情報の提供など経営基盤の強化を支援するとともに、技術の高度

化や販路拡大など競争力の強化を支援し、産学公連携に引き続き取り組ん

でいきます。

・次世代への事業継承のため、地場産業に興味を持ち理解を深める機会を整

えます。また、事業者が、時代に合った人材育成のノウハウを取り入れ、

魅力ある事業として次世代にPRできるよう支援します。さらに、企業の

技能が継続的に発展するよう技術者育成を支援します。

・セミナー・相談・制度融資など創業に対する支援を実施し、区内での創業

を促進します。

【施策が目指す江東区の姿】

特色あるまちづくりの中心となる、魅力ある商店街が形成されています。

【具体的な取り組み】

・今後開催されるオリンピック・パラリンピックを見据え、外国人を含む観

光客への案内や、商店街の基礎を支える商店に対する支援を充実させ、区

内外問わず来街者が楽しんで買い物ができる快適な商店街を目指します。

・商店街の魅力や活気を伝えるための、商店街独自のイベントの実施や空き

店舗の活用等に対して、積極的な支援を行います。

■施策(15) 環境変化に対応した商店街振興

■施策(16) 安心できる消費者生活の実現

【施策が目指す江東区の姿】

消費者情報の適切な発信や相談体制の充実により、安心できる消費者生活が

実現しています。

【施策が目指す江東区の姿】

後継者・技術者が確保され、地場産業である製造業を中心に区内の産業が活

性化されるとともに、情報処理産業を中心とした大企業との連携の強化によ

り、新旧の異業種の共存共栄が実現されています。

【具体的な取り組み】

・将来の消費者である高校生や中学生についても総合学習等の時間等を活

用し消費者教育を行います。また、安全な消費生活を送れるよう区のホー

ムページ等を通じてタイムリーな消費者情報を発信します。

・日々複雑多様化する区民からの相談に適宜適切な解決策の提示を行いま

す。また、困難な事案に対しては、関係機関と協力して対応し、迅速な解

決を図ります。

■施策(17) コミュニティの活性化

■施策(14) 区内中小企業の育成

区民の力で築く元気に輝くまちⅢ

▲笑顔がいっぱいの区民ま
つり（木場公園）
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